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論点⑧ ＣＭＲの制度上の位置づけ

既存の建設関連業（測量・建設コンサルタント等）にお
ける各登録制度との比較による現状把握
建設コンサルタント登録規定（任意の登録制）について、
技術管理者の要件や申請手続きの内容を確認

登録（届出）制の導入可否の検討を行う（登録までのフ
ローや必要事項の確認）
ＣＭＲの登録にあたり必要な知識・技術等に関する登録要
件の明確化を図る
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現状のＣＭＲの位置づけについて

・ CM業務には、建設関連業（建設コンサルタント登録規程等）における登録制度のような、制度的
な位置づけは、現状では存在していない。

・ 現在、CM業務を主に担う事業者は、一定程度の実績を有する企業が多いため、直ちに不良不適格
事業者が、CM事業に参画する可能性は低いと考えられる。

・ CMRには、建設生産システム全般に係るマネジメントの実施が求められていることから、高いスキルが
必要と考えられるが、CM業務は、一般的にその業務内容が多岐に渡ることや、定型的な成果物があ
る業務ではないことから、CMRの能力やスキルを定量的に把握することは困難である。

・ 発注者がCM業務を利用しやすい制度を構築する上で、対外的にCMRの能力等を担保するための
資格要件等について検討するとともに、将来的には、CMR選定の基礎となる情報を蓄積するために、
CMRの役割を担うことが可能な企業等について登録等を行う仕組みの必要性について検討していくこと
が求められる。

1

■現在の状況



ＣＭＲの登録制度の可否の検討について

・ 仮に、技術者の配置及び財産的基礎・金銭的信用を登録要件とすれば、一定の技術力・経営力が
担保されることや、受注実績・技術的能力・経営状況など様々な企業情報を利用することにより、競争
参加資格の有資格者業者名簿の作成や入札参加資格要件の確認時において、発注者の事務手続
きの簡素化にも寄与することも考えられる。

・ 不良不適格事業者が排除されることにより、業界の健全な発展に資するほか、賠償能力など資産的
要件についても判断が必要になってくることから、将来的な保険制度の構築にも寄与するのではないかと
考えられる。

2

■登録制度が構築された場合に考えられる効果

○ まずは、既存の登録規程の部門新設における登録要件について検討し、登録制度の可否につい
て検討することが必要。

○ 既存の登録規定の部門の新設については、土木では過去に建設コンサルタントのマネジメント部
門の新設を中長期的に検討すべく議論されている。建築においては特に議論されたものはない。

○ 登録要件になり得る技術者資格については、既存の資格の適用で考えてみると、建築では、
CCMJ、一級建築士が、土木では、選択科目まで含めれば技術士（総合技術監理部門）がその
候補となる可能性がある。
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（参考）建設関連業の課題と展望

（マネジメント部門の新設）
一方で、技術の進展や発注者のニーズの変化を踏まえれば、新たな部門の創設が必要

となることも考えられるが、本検討会においては、情報部門とマネジメント部門の創設につい
て議論を行った。登録部門の創設にあたり留意すべき点としては、部門は具体的な業務
のカテゴリーとして設定されるものであることから、具体的な発注ニーズを踏まえ、それに
対応する形で創設されるべきこと、当該部門の業務実施にあたり、必要となる技術者資
格についても、具体化される必要があることが挙げられる。

このような観点を踏まえると、情報部門については、専ら情報技術の活用により得られる
成果物で、発注者ニーズとなるものが想定しにくいこと、活用される技術分野が明確でない
ことから、今般は、部門として新設するという結論にはならなかった。

他方、マネジメント部門については、発注者の技術力不足による対応の困難化、業務に
求められる技術力の高度化を背景に、今後は、建設関連業においてもより上流の企画構
想段階や、プロジェクトの進行管理への参画等をサービスとして提供することが求められるこ
とが想定され、既にCM方式導入の検討が進んでいることから、プロジェクト全体を管理
する新たなビジネスモデルに対応する部門として、新設する方向で検討するものとする。但
し、部門の新設にあたっては、今後マネジメント部門として求められる技術力の具体的な
内容を明確にすることが必要であり、総合技術監理部門の技術士の有効活用も含め
て中長期的に検討する。

一部記載抜粋

○ 平成20年12月から1年3ヶ月の間の7回にわたり、建設関連業のあり方と、企業、業界、国、発
注者といった関係者それぞれの果たすべき役割について議論。

○ 平成22年４月の建設関連業検討会において、一定の方向として取りまとめられている。
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○ 建築においては、一級建築士とCCMJの組み合わせで必要な資格要件が十分満たされていると考えられる。
○ 土木においては、技術士（総合技術監理部門）を活用する場合は、その細目（選択科目）まで指定すること
や実務要件、技術士の他部門（建設部門等）、他資格と併せることで土木の専門性を確認する必要があると考え
られる（CCMJを活用する際も同様）。一方、技術士（建設部門等）のみの場合には、土木分野の専門性は担
保されてもマネジメントの観点で不十分な場合も考えられ、同様に確認を行う必要がある。

○ 上記の資格は行政に関する知識等の有無を問うものとはなっていないが、発注者側の経験や職員が不足していると
いった状況が顕著な場合には、公共（建築）工事品質確保技術者の資格や、実務要件の設定において、公共事
業における同種・類似業務の実務経験が重要になると考えられる。

○ CM業務は、どの事業段階に関与するかによってその業務内容等が大きく変化することから、対象施設・事業によって
は、実務要件としてどのような事業段階に対してCM業務を実施した経験があるかについても考慮する必要があると
考えられる。ただし、実務要件を厳しくし過ぎることで参加者がいなくなるといった状況が発生することに留意が必要。

建
築

一級建築士

CCMJ

実務要件

ＣＭＲに関わる資格と実務要件の考え方

土
木

技術士（総合技術監理部門）

技術士（建設部門等） 他資格or

同種・類似のマネジメント
業務の実績

※必要に応じて公共事業
における同種・類似の業務
の実績を求める。

or CCMJ

現有資格等の組合せの考え方のイメージ

（ ）

（ ）

（ ）

管
理
技
術
者
の
資
格

第４回CM方式（ピュア型）の制度
的枠組みに関する検討会 資料



ＣＭＲに必要とされる能力ついて

・ 現状では、CMRの能力やスキルを定量的に把握することは困難であるが、必要とされる能力としては、
マネジメント能力とその分野（建築・土木）における専門性が想定される。

・ 既存の資格でこれらの能力を確認する場合、建築分野では、一級建築士とＣＣＭＪで確認可能で
あると考えられる。土木分野では、選択科目まで指定して技術士の総合技術監理部門（建設ー施工
計画、施工設備及び積算）で確認することが考えられるが、ＣＭＲが行うマネジメント業務に完全に
合致している訳ではない。

・ 建設コンサルタントのマネジメント部門の新設については、建設関連業検討会において議論されたよう
に必要となる技術者資格の具体化が必要となる。

5
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【参考】技術士総合技術監理部門の技術体系

※CSR：corporate social responsibilityの略で企業の社会的責任のこと

管理技術の体系 範囲
（１）経済性管理 事業企画，品質の管理，工程管理，現場の管理と改善，原価

管理，財務会計，設備管理，計画・管理の数理的手法
（２）人的資源管理 人の行動と組織，労働関係法と労務管理，人材活用計画，人

材開発
（３）情報管理 情報と意思決定，コミュニケーションと意思決定，知的財産権と情

報の保護と活用，情報通信技術動向，情報セキュリティ
（４）安全管理 安全の概念，リスクマネジメント，労働安全衛生管理，事故・災

害の未然防止対応活動・技術，危機管理，システム安全工学手
法

（５）社会環境管理 地球的規模の環境問題，地域環境問題，
環境保全に向けた取り組みの基本原則と手法，ＣＳＲ※と組織の
環境管理活動

出典：「総合技術監理 キーワード集 ２０１９ 文部科学省」より

○ 総合技術監理は、業務全体を俯瞰し、５つの管理に関する総合的な分析・評価に基づいて、
最適な企画、計画、実施、対応等を行う監理業務ということができる。

○ 専門横断的な部門であるため、専門分野の確認には細目（選択科目）まで把握が必要とな
る。

第４回CM方式（ピュア型）の制度
的枠組みに関する検討会 資料



建設関連業における登録制度の概要について

◯ 建設関連業である、測量・建設コンサルタント・地質調査等についての登録概要は以下のとおり。

業種 測量業 建設コンサルタント 地質調査業

根拠
法令等

測量法（昭和２４年法律１８８ 号，業者登録昭
和３６年法律１０６号追加）

建設コンサルタント登録 規程（昭和５２年建設省告
示７１７号）

地質調査業者登録規程 （昭和５２年建設省告
示７１８号）

規制の性格
法律による規制（登録がなければ測量業を行うことは
不可），登録制（有効期間５年）

任意の制度（登録がなくても建設コンサルタントを行うこ
とは可）登録制（有効期間５年）

任意の制度（登録がなくても地質調査業を行うこ と
は可），登録制（有効期間５年）

目的

国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担
し，若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの
測量の結果を利用する土地の測量について，その実施
の基準及び実施に必要な権能を定め，測量の重複を
除き，並びに測量の正確さを確 保するとともに，測量
業を営む者の登録の実施，業務の規制等により，測
量業の適正な運営とその健全な発達を図り，もつて各
種測量の調整及び測量制度の改善発達に資すること。
（測量法第１条）

建設コンサルタント登録規程に定める登録要件に該当
する専門的な知識及び技術を有する建設コンサルタン
トについて，建設省に備える建設コンサルタント登録簿
に登録することによる，個々の建設コンサルタントの業
務内容を公示し，これらの建設コンサルタントを利用す
る依頼者の便宜に供するとともに，併せて建設コンサル
タントの発達助長に資する。（昭和５２年建設経済
局長通達）

地質調査業者登録規程に定める登録要件に該当す
る専門的な知識及び技術を有する地質調査業者に
ついて，建設省に備える地質調査業者登録簿に登
録することによる，個々の地質調査業者の業務内容
を公示し，これらの地質調査業者を利用する依頼者
の便宜に供するとともに，併せて地質調査業者の発
達助長に資する。（昭和５２年建設経済局長通
達）

登録に関する
実質的要件

営業所ごとに測量士（技術者として基本測量・公共測
量に従事する者）を１名以上置くこと（法第５５条の
１３）

登録する部門毎に専任の技術管理者を置くこと （規
程第３条１項１号） 建設コンサルタント業務を履行
するに足りる財産的基礎又は金銭的信用 （資本金
５００万円以上かつ 自己資本１，０００万円以
上） を有すること（同２号）

専任の技術管理者を置く こと（規程第３条１項１
号） 営業所毎に専任の現場管理者を置くこと（同
２号） 地質調査業務を履行するに足りる財産的基
礎又は金銭的信用（資本金５００万円以上かつ
自己資本 １，０００万円以上）を有すること（同
３号）

7
法律による規制 法律によらない規制

第１回CM方式（ピュア型）の制度
的枠組みに関する検討会 資料



建設コンサルタント登録制度（概要） （土木）
Ⅰ 根拠法令等
建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）

Ⅱ 目的
建設コンサルタント登録規程に定める登録要件に該当する専門的な知識及び技術を有する建
設コンサルタントについて、建設省に備える建設コンサルタント登録簿に登録することによる、
個々の建設コンサルタントの業務内容を公示し、これらの建設コンサルタントを利用する依頼者
の便宜に供するとともに、併せて建設コンサルタントの発達助長に資する（昭和52年建設経済
局長通達）。

Ⅲ 営業の要件
なし（建設コンサルタント登録は任意）

Ⅳ 建設コンサルタントの範囲
建設コンサルタント（公共工事の前払保証事業に関する法律第19条第3項にいう建設コンサル
タント）のうち規程別表に掲げる21部門に係るもの

Ⅴ 登録の有効期間
5年(有効期間満了後引き続き登録する場合は登録の更新が必要)

Ⅵ 登録の要件
①登録部門ごとに技術上の管理をつかさどる専任の者（技術管理者）を置くこと
②建設コンサルタント業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を
有すること
（法人の場合：資本金500万円以上かつ自己資本額1,000万円以上）
（個人の場合：自己資本額1,000万円以上） 8



建設コンサルタントの技術管理者の要件（土木）

以下の１又は２に該当する者 （２による部門登録は、当該建設コンサルタントに１名以上の１に
よる技術管理者がいることが要件）

１ 技術士法による第２次試験を登録部門ごとに定められた技術部門（選択科目に限定あり）で

合格し、同法による登録を受けている者（注1,注2）

注1：造園部門は技術士（建設部門で二次試験選択科目が都市及び地方計画）であり、造園部門に係る業務に関し３年
以上実務の経験を有する者としている。

注2：都市計画及び地方計画部門は、一級建築士で免許取得後同部門に係る業務に関し5年以上の実務経験を有する
者も認められている。

２ 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業後、登録部門に係る業務に関し20年以上
の実務の経験を有する者その他の者で、国土交通大臣が上記１と同程度の知識及び技術
を有するものと認定した者（認定要件は下表のとおり）

技術士原則

区分 学科等 必要な実務経験年数

１ 大学又は高等専門学校 学科等の規定無し

（文科系でも可）

卒業後20年以上の実務経験を有するもの

２ ＲＣＣＭ 試験部門に限定あり

（解釈及び運用の方針別表2）
合格し、同規程による登録を受けている者で、合格後、技術士又
は技術管理者の指導下で管理技術者等として5年以上の実務経
験を有するもの

３ 他部門の技術士 選択科目に限定あり

（規程別表下欄の選択科目）

合格し、登録を受けている者で、10年以上（技術士取得前を含
む）の実務経験を有するもの

４ １~３に該当しない者 － 30年以上の実務経験を有するもの

表．認定要件一覧
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建設コンサルタントの登録停止等の措置基準（概要）

○登録の停止
【入札・契約手続きに関する不誠実行為】

①競争参加資格申請書等に虚偽の記載、②粗雑業務による成果物に重大な瑕疵、③契約違
反
【業務に関する法令違反】
①建設コンサルタント業務に関する談合・贈賄等、②法人税法、消費税法等の税法違反、③そ
の他の法令違反

○登録の消除
①不正の手段により登録を受けたとき、②現況報告書中に事項の虚偽記載、③登録の停止に
違反したとき、④不正又は不誠実な行為について、情状が特に重いとき 等

○登録の停止により禁止される行為
①登録の停止の対象となる登録部門について、その登録を受けている旨を新聞広告、ホーム
ページなどの表示媒体の種類にかかわらず、対外的に表示すること。
②登録の停止の対象となる登録部門について、その登録を受けていることを参加要件とした新
たな建設コンサルタントの契約の締結及び当該契約又は登録停止期間満了時における新た
な契約に関連する入札、見積書の提出、交渉等を行うこと。

○登録停止等の公表
登録停止等を行った場合には、速やかに公表するとともに、国土交通省ネガティブ情報等検
索サイトに掲載する。

10



建設関連業登録制度の活用実態（入札参加要件）

• 国や地方公共団体が発注する個別業務の入札参加要件の一つとなっている場合がある。

（中略）

出典：九州森林管理局ホームページ、徳島県ホームページ
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建設関連業登録制度の活用実態（総合評価での評価項目）

２）技術提案書の提出者を選定するための基準
評価の
ウェート

判断基準
参加表明者
の経験及び
能力

資
格
要
件

技術部門登録 当該部門の建
設コンサルタン
ト登録等

下記の順位で評価する。
①当該業務に関する部門の建設コンサルタント
登録有り、公益法人、独立行政法人、学校教育
法に基づく大学又は同等と認められる機関。
②当該業務に関する部門の建設コンサルタント
登録無し。
【注：業務内容に応じて適宜設定すること。】

○○

専
門
技
術
力

成果の確実性 同種又は類似
業務等の実績
の内容【件数を
評価する場合
はその旨を記
述する】

下記の順位で評価する。
①平成○年度以降に同種業務の実績又は過去
に○○に関する研究実績がある。
②平成○年度以降に類似業務の実績がある。
【注：業務内容に応じて適宜設定すること。】

○○

過去○年間の
同種又は類似
業務の業務成
績【「平成○年
度から平成○
年度の間」とし
てもよい】

TECRIS　平均評価点が○点以上のものを優位に
評価する。なお、過去○年間の500万円以上の国
土交通省発注業務の業務実績がないため、業務
成績を評価できない場合には加点しない。
【注：過去に同種業務の業務成績を付していな
かった場合、評価項目としない。】

○○

資
格
要
件

技術者資格等 技術者資格
等、その専門
分野の内容

… ○○

専
門
技
術

力

業務執行技術
力

同種又は類似
業務等の実績
の内容【件数を
評価する場合
はその旨を記

… ○○

過去○年間に
担当した国土
交通省発注業
務の業務成績
【「平成○年度
から平成○年
度の間」として

… ○○

専
任
性

専任性

手持ち業務金
額及び件数（特
定後未契約の
ものを含む）

… ○○

業務実施体
制 … －

評価の着目点

業務実施体制の妥当性

評価項目

予定管理技
術者の経験
及び能力

• 建設コンサルタント及び地質調査業の登録は、公募型プロポーザル方式（総合評価型）での技術評価
の評価項目（＝加点要素）の一つとされている。

出典：「建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の運用について（最終改正平成28年3月9日国地契第66号・国官技第352号・国営計第99号・国営整第275号）」

登録がある場合、
一定点を加算
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(参考）ＲＣＣＭ資格制度（概要）

• RCCMとは、Registered Civil Engineering Consulting Managerの略称であり、
技術管理者または技術士のもとに、建設コンサルタント等業務に係わる責任ある技術者として、
直接管理あるいは照査の責任者のための資格制度である。

１．概要
建設コンサルタント等業務において、管理技術者または照査技術者として業務の技術上の事項を処理
し、又は業務成果の照査の任にあたる技術者の資格として、平成3年に制度化された民間資格である。
建設コンサルタント登録の技術部門に対応する形で、21技術部門が設けられている。

２．試験実施機関
（一社）建設コンサルタンツ協会

３．登録者数
29,403人（平成29年4月1日時点）

４．活用方法
（１）建設コンサルタントの技術管理者認定において、技術管理者又は技術士の下でRCCMに合格後五
年以上の実務の経験があれば申請可能となっている。
（参考）大学及び高等専門学校卒業者の場合、20年以上の実務の経験が無ければ技術管理者認定の申請ができない。

（２）「設計業務等共通仕様書」において、管理技術者及び照査技術者とすることができる旨が明記されて
いる。また、「地質・土質調査業務共通仕様書」において、主任技術者とすることができる旨が明記さ
れている。
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本検討会で議論いただきたい事項

○ CM業務における、将来的な登録制度の必要性の可否について

○ 仮に、ＣＭ業務を実施する企業への登録制度を構築するとした場合、その登録要件について
・建築・土木など分野別の登録が必要かどうか
・個人事業主も含めるかどうか
・技術管理者を置くとした場合の要件について（資格や実務経験など）
・業務を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があるかどうか

14

本検討会で議論された内容については、CM方式（ピュア型）ガイドライン(案）にも概要を記載する
が、今後のＣＭ業務の活用状況を踏まえつつ、引き続き制度上の位置づけに関する議論を継続して
いく必要がある。

■検討事項


